
視点

●平成20年度実績

28.3％

40％

●平成27年度目標 ●平成20年度実績 ●平成27年度目標

55.0％ 56.0％

566

520

○	 これまでの取組の検証結果 
○	 社会経済情勢の変化 
○	 加速化プラン 
○	 国の第２次循環計画 

 山口県循環型社会形成推進基本計画（第2次計画）

循環型社会の形成を一層推進

県民総参加による環境負荷の少ない循環型社会の形成 「住み良さ日本一の元気県山口」の実現

低炭素社会 自然共生社会

循環型社会

持続可能な社会
すべての主体における
自主的・積極的な取組

自助

個人、家庭、事業者、団体
ＮＰＯ、大学・研究機関

県民・事業者等の
連携・協働した取組

行政の適切な
支援・指導

コミュニティ活動、地域内活動
産学公連携、地域連携

助成・認定制度、監視指導
環境教育・学習、情報提供

共助 公助

山口県循環型社会形成推進基本計画（第２次計画）について

3Rを通じた資源循環

自然の恵みの享受
　　　　　　と継承

温室効果ガスの削減

循環型社会づくり

※このほか、事業者や行政に係る数値目標も設定されています。詳しくは、山口県環境生活部廃棄物・リサイクル対策課（TEL.083-933-2992）、またはホームページ（http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a15700/index/）まで。



 

○ レジ袋等容器包装廃棄物削減の推進
○ 食品ロス削減の取組促進
○ リユースの推進（フリーマーケット等の普及拡大）
○ 環境美化活動の促進

○ エコ・ファクトリー、リサイクル製品認定制度の拡大
○ ごみ焼却灰、廃プラスチック等のリサイクルの推進
○ 産業廃棄物税の活用等による３Ｒの推進

 

セメント工場

家庭

リサイクルプラザ

リサイクル施設

家庭ごみ
（廃プラスチック

）

残渣

製品（ペレット等）

（破砕・選別・圧縮）

（圧縮）

プラスチック製品等
（ボールペン、トレイ） 家庭

リサイクルプラザ

リサイクル施設

家庭ごみ
（廃プラスチック

）

残渣

製品（ペレット等）

（破砕・選別・圧縮）

（圧縮）

プラスチック製品等
（ボールペン、トレイ）

家庭

ごみ焼却施設

焼却灰リサイクル施設

（山口エコテック）

事業所・工事現場等

家庭ごみ

ごみ焼却灰

セメント原料
（水洗灰）

家庭

ごみ焼却施設

焼却灰リサイクル施設

（山口エコテック）

事業所・工事現場等

家庭ごみ

ごみ焼却灰

セメント原料
（水洗灰）

 

生ごみ排出事業者

エコ堆肥利用者
（生産農家）

エコフィード利用者
（養豚養鶏農家）

リサイクル事業者

堆肥製造 飼料製造

（スーパー、飲食店、食品工場）

収集運搬
業者

（生ごみ乾燥機）

（生ごみ乾燥機）

※ＢＤＦ：ディーゼル機関用に製造されたバイオマス系（植物油、廃食用油等）の燃料 

廃油の収集・運搬 

ＢＤＦ製造施設 

BDF

市営バスの燃料として利用

ごみ収集車の燃料として使用

〈３Ｒ県民運動の展開〉

〈産業特性を活用した広域リサイクル等の推進〉

○ ＦＧＲ（Food＆Green Recycle）の取組拡大
○ エコフィードの取組拡大

○ 推進協議会の設置、地域計画の作成
○ 日韓海峡海岸漂着ごみ一斉清掃

〈事業系生ごみのリサイクルシステムの県内全域への拡大
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（堆肥化・飼料化）〉

○ 広域最終処分場の整備地域の区分撤廃と全県的な受入体制の整備
○ 東見初広域最終処分場の効率的・効果的な活用
　 東見初広域最終処分場（平成20年11月供用開始）の
　 県下全域を対象とした受入開始（平成22年9月）に
 　伴う効率的・効果的な活用

〈整備地域の区分撤廃と全県的な受入体制の整備〉 ○ 里山での間伐等による未利用資源の利用促進
○ 廃食用油の燃料化、食品残さのメタン発行等バイオマスの利用促進

〈未利用資源等バイオマスの有効利用の促進〉

〈海岸漂着物の適正処理体制の確保〉

循環型社会づくり



　山口県における一般廃棄物（ごみ）の総排出量は、平成22年度、約66万トンで、これはきららドーム3杯分に
なります。（ごみの比重0.3 きららドームの容量65万m3として計算）
　また、1人1日当たり約1.24キログラムのごみを排出している計算になります。
　ごみの総排出量は、平成21年度までは減少傾向にありましたが、平成22年度には平成21年度に起こった
土砂災害により排出されたがれき等により増加しています。
　ごみのリサイクル率は増加傾向にあり、平成22年度のリサイクル率は37.1％と全国1位となっています。
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ごみ問題について考える



平成20年度実績

　産業廃棄物とは、私達が普段使っているさまざまな製品を製造している工場や、
建設工事の現場などの「事業活動に伴って排出される」廃棄物です。

鉱さい

農林水産業

60

●平成12年度実績 ●平成15年度実績 ●平成20年度実績 ●平成27年度目標

32.3％
45.3％ 55％ 56％

県内の産業廃棄物の量は、平成
20年度で年間818万トン。これ
は、一般廃棄物（ごみ）62万トンの
約13倍にあたります。

不法投棄すると水質や土壌などの環境汚染につながる。
野焼きをすると大気汚染につながる。
埋立処分が続くと最終処分場が足りなくなる。
廃棄物を燃やすと、地球温暖化の原因物質となる二酸化炭素が発生する。

排出抑制
リサイクル
が重要

製造業
建設業

電気・水道業

その他その他

汚泥

がれき類

ばいじん

動物のふん尿

金属くず

燃え殻



適正処分（埋立）

認定証を交付します。（認定マークの表示は事業者で実施）
認定製品の冊子の作成と配布を行うとともに、山口県のホームページに掲載しています。
県や民間等での認定製品の調達を推進しています。





認定証、認定銘板の交付。
認定事業所紹介冊子の作成と配布を行うとともに、山口県のホームページに掲載しています。

　山口県では、廃棄物の減量化を促進し循環型社会づくりを進めるため、産業廃棄物の発生抑制や
減量化、循環的な利用に継続的に取り組み、実績をあげている事業所を「山口県エコ・ファクトリー」
として認定しています。


